
川崎市上下水道局情報システムの導入等に関する事務手続要綱 
 
（趣旨）   
第１条  この要綱は、川崎市情報化施策の推進に関する規則（平成１９年川崎

市規則第１２号。以下「規則」という。）第１０条第１項の規定に基づき、上

下水道局における情報化施策を統一的、効果的かつ効率的に推進するため、

情報システムの導入等に関し、必要な手続を定めるものとする。 
 

（定義）   
第２条 この要綱における用語の意義は、次の各号に定めるところによる。   
（１） 推進委員会  

川崎市上下水道局情報化推進委員会設置要綱（平成２９年３月３１日  

２８川上総情第３８３号）第１条の規定により設置された委員会をいう。 
（２） 委員長 

 推進委員会の委員長をいう。  
（３） 所管課長  

川崎市上下水道局事務分掌規程（昭和５６年川崎市水道局規程第９号）

第１条に掲げる課、これに相当する組織及び上下水道事業管理者が指定

する組織の長をいう。   
（４） ＯＡ機器 

データの入力、蓄積、加工、検索、通信及び出力の全部若しくは一  

部又はこれらに類する処理を自動的に行うことを目的とした汎用コン

ピュータ、サーバ、パーソナルコンピュータ等及びその周辺機器をいう。 
（５） ネットワーク 

電子計算機を相互に接続し、情報を伝送するための通信回線網その他

の仕組みをいう。   
（６） 情報システム 

ハードウェア、ソフトウェア、ネットワーク及び記録媒体で構成され、

情報の処理を行う仕組みをいう。 
 
（情報システム導入計画の提出）   
第３条 所管課長は、次に掲げる場合は、情報システムを導入する計画（以下「情

報システム導入計画」という。）を書面により情報管理課長に提出しなければ

ならない。 
（１） ＯＡ機器を導入し、又は更新（再契約を含む。）する場合 
（２） ＯＡ機器に係るソフトウェアを新たに購入する場合 



（３） ＯＡ機器の基本ソフトを変更する場合 
（４） 情報システムを開発し、又は変更する場合 
（５） 庁内のネットワークを構築し、又は変更する場合 
（６）外部のネットワークと接続し、又は外部ネットワークとの接続を変更

する場合 
（７） 情報システム、ネットワーク等に関する調査を委託して行う場合 
（８） 情報システムの運用を委託して行う場合 
（９） 前各号に掲げるもののほか、情報化施策の推進について、委員長が必

要と認める場合  
２ 情報システム導入計画を提出する場合の手続については、情報管理課長が

別に定める 
３ パーソナルコンピュータ（周辺機器を含む。）の導入に際しては、原則と

して別に定めるＯＡ機器導入ガイドラインを遵守するものとする。 
 
（情報システム導入計画の評価及び調整）   
第４条 情報管理課長は、情報システム導入計画の提出を受けたときは、次に掲

げる事項について評価し、及び調整しなければならない。   
（１） 川崎市個人情報の保護に関する法律施行条例（令和４年川崎市条例第

７６号）第５条の規定に基づく届け出その他の情報システムの導入等に

必要となる手続きの順守に関すること。 
（２） 情報セキュリティ及びアクセシビリティの確保に関すること。 
（３） 市の総合的な計画及び情報化に関する各種計画等との整合性に関する

こと。 
（４） 技術的妥当性に関すること。 
（５） 情報システムの導入等に係る価格の適正性に関すること。 
（６） その他委員長が必要と認める事項   

２ 情報管理課長は、所管課長に対し、前項に規定する評価及び調整に必要な資

料の提出及び説明を求めることができる。   
３ 情報管理課長は、第１項に規定する評価及び調整の結果を委員長に報告し

なければならない。ただし、軽易なシステム導入等と認めるものについては、

この限りでない。  
４ 情報管理課長は、前項に規定する報告に、所管課長が情報システム導入計画

に際し講ずべき措置を付すことができる。 
 
（推進委員会での審議等）   
第５条 委員長は、前条第３項に規定する報告を受けたときは、推進委員会を開



催し、当該案件について調査審議するものとする。 
２ 委員長は、所管課長に資料の提出を求めることができる。 
３ 委員長は、第１項に規定する調査審議の結果について、上下水道事業管理者

に報告しなければならない。 
 
（情報システム導入計画の承認）   
第６条 第４条第１項に規定する評価及び調整並びに前条第１項に規定する調

査審議の結果については、次に掲げる区分に従い決裁を受けなければならな

い。 
（１） 前条第１項に規定する調査審議の結果、推進委員会において特に重要

なものと認められた案件 上下水道事業管理者決裁   
（２） 第４条第３項ただし書の規定により推進委員会で調査審議しないこと 

とした案件 情報管理課長専決   
（３） 前２号に掲げる案件以外の案件 総務部長専決   

２ 情報管理課長は、前項の決裁の結果について、所管課長、財務課長及び財務

課の下水道財務担当の担当課長に通知するものとする。 
 
（予算上の措置）   
第７条 財務課長又は財務課の下水道財務担当の担当課長は、前条第２項の通

知を受けた場合、当該情報システム導入計画に係る予算の調整結果について

情報管理課長に報告するものとする。 
 
（システム廃止の届出） 
第８条 所管課長は、情報システムを廃止する場合は、書面により情報管理課長

に届け出るものとする。 
２ 情報システムを廃止する場合の手続きについては、情報管理課長が別に定

める。 
 
（情報管理課長による情報システムの導入等）   
第９条 情報管理課長による情報システムの導入等は、この要綱の規定に準じ

て行うものとする。 
 
（委任）   
第１０条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に際し必要な事項は、

総務部長が定める。 
 



附 則 
  この要綱は、平成２９年４月１日から施行する。 

附 則 
  この要綱は、平成３１年３月１日から施行する。 

附 則 
  この要綱は、令和２年４月１日から施行する。 

附 則 
  この要綱は、令和５年４月１日から施行する。 
 
 


